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平成 25年５月 13日 

各      位 

会 社 名  株式会社 ニッピ 

代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長 伊 藤 隆 男 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード７９３２） 

問 合 せ 先   

役職・氏名  総務担当常務取締役 吉 原 道 博 

電 話   03－3888－6651  

株式会社ﾘｰｶﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼョﾝとの資本関係等の一部変更に関するお知らせ 

当社は、当社の｢その他の関係会社｣(当社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社)

である株式会社リーガルコーポレーション(以下「甲社」。)の株式について、当社が保有する普通株

式の一部 1,583,000株(予定)を、売却することと致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 

記 

１．異動に至った経緯 

 当社と甲社は、創業以来当社が靴用の皮革を製造し、甲社が紳士靴及び婦人靴を製造販売してまい

りました。このため、両社は、歴史的な経緯により相互に株式を持ち合い持分法適用の関連会社とし

て共存共栄を図ってまいりました。しかしながら、当社は、平成 19 年３月末日を以って、中国での

車輌用革の加工を除き、皮革製造事業を廃止したことによりコラーゲン製品を中心にした業態に変化

してきており、靴の製造販売を中心にした業態の甲社との営業取引関係が大幅に減少いたしました。 

そこで、相互の影響力を下げるため両社間の株式持ち合い比率を引き下げ、当社グループの財政状

態および経営成績をより明確にすることが適当と判断し、株式の一部を相互に売却することを本日開

催の当社取締役会において決定致しました。 

当社が保有する甲社の株式につきましては、1,583,000株(予定)を売却する計画であります。 

ただし、株式市場等における予測を超える著しい変動が生じた場合には当該決定の延期又は中止を

することもあり得ます。 

なお、資本関係等一部変更以外に、甲社との取引関係等は従前に変更はございません。 

 

 

２．｢その他の関係会社｣の名称、本店所在地、代表者、資本金の額及び主な事業内容等 

                       (平成 24年３月31日現在) 

（１） 商 号 株式会社リーガルコーポレーション 

（２） 本 店 所 在 地 千葉県浦安市日の出２-１-８ 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 岩 崎  幸 次 郎 

（４） 事 業 内 容 靴の製造と販売、修理 

（５） 資 本 金 の 額 5,355百万円 

（６） 設 立 年 月 日 明治 35年１月 21日 

（７） 事 業 年 度 の 末 日 ３月末日 

（８） 連 結 純 資 産 9,873百万円 
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（９） 連 結 総 資 産 29,772百万円 

（10） 大株主及び持株比率 株式会社ニッピ  22.18％（※１） 

（11） 
上場会社と当該会社と

の 関 係 等 

資 本 関 係 出資比率  23.23％（※１） 

人 的 関 係 
社外取締役の兼任 

(平成 25年 6月の株主総会で退任予定) 

取 引 関 係 

靴の販売   1,039百万円 

副資材の購入   53百万円 

受取配当金    21百万円 

利息の支払い    8百万円 

※1の数値は、平成 25年３月 31日の実績値であります。 

 

３．異動前後における当社グループの所有する議決権の数及び所有割合(予定) 

 （平成 25年３月 31日現在） 

  
議決権の数（議決権所有割合） 

直接所有分 合算対象分 計 

異動前 普通株式 
7,207個 

（23.09％） 

383個 

（1.2％） 

7,590個 

（24.2％） 

異動後 普通株式 
5,624個 

（18.0） 

383個 

（1.2％） 

6,007個 

（19.2％） 

 

４．社外取締役の相互兼任について 

 甲社及び当社取締役を兼任している、甲社取締役岩崎幸次郎氏は、平成 25 年 6 月開催予定の当社

株主総会の日を以って、当社取締役の任期を満了し退任する予定であります。 

また、当社と甲社取締役を兼任している、当社取締役伊藤隆男氏は平成 25 年 6 月開催予定の甲社

株主総会の日を以って任期を満了し退任する予定であります。 

 

５．共同出資会社株式会社ボーグについて 

両者の共同出資会社であり現在両社の持ち分法適用関連会社である、株式会社ボーグ株式の当社の

持ち分比率を高め当社の連結対象会社にする予定であります。 

 

６．今後の見通し 

上記内容が実行されますと、甲社は当社の持ち分法適用の「その他関係会社」に該当しなくなる予

定であります。 

それによる会計上の影響度合いにつきましては、後日別途開示させて頂きます。 

 

以 上 


